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標準様式第２号（第 11条関係）   

 

公募型プロポーザル方式による提案書募集に関する公表 

 

次のとおり提案書を募集します。  

令和６年４月 23日   

千代田区長 樋󠄀口 高顕  

１ 業務の概要  

（１）業務名 

千代田区自転車活用推進計画（骨子）等策定支援業務 

 

（２）業務目的  

   本業務は、自転車活用推進法(平成 28 年法律第 113 号)第 11 条第 1 項の規定に基づき、千代田区

の自転車活用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、千代田区自転車活用推進計画（骨

子）を策定する。併せて、安全で快適な自転車通行空間を整備することを目的とした千代田区自転

車ネットワーク計画策定に向けた基本方針を策定する。策定にあたっては、（仮称）千代田区自転

車活用推進計画等策定協議会（以下「協議会」という）を立ち上げ検討を進める。 

 

 

（３）業務内容  

  ①計画準備 

       本事業の内容を十分に理解し、業務概要、実施方針、実施体制、業務工程等について記載した業

務計画書を作成すること。 

  ② 上位計画等関連計画の整理 

    国や東京都が定めた自転車活用推進計画、本区の関連する計画、自転車に関連する各種計画等の

整理を行うこと。 

    ③ 現況分析 

    地域の交通基盤(道路網、公共交通網及び既存の自転車走行空間整備等)、交通特性(自動車、自転

車等の利用状況及び交通事故発生状況等)、交通規制の状況、地勢(地形の起伏及び人口分布・年齢

階層等)及び施設立地状況(学校、商業施設及び観光スポット)等について収集し整理すること。 

  ④ 自転車等の利用実態調査 

    区民等(在住、在勤、在学、事業者や来訪者など)へのアンケート調査の内容を検討し、区と協議

した上で配布・集計し、自転車の利用実態や意識・意向・自転車利用に関する課題や要望等を整理

すること。 

   ⑤ 自転車通行状況調査  

    区が指定する交差点４か所について、自転車等の車道・歩道通行状況等を調査する。調査時間は、

７時～９時とし、調査日、調査箇所については、区と協議して決める。 

 ⑥ 自転車に関する課題の整理 
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   ③での現況分析、④でのアンケート調査結果を踏まえ、計画策定のための課題を整理すること。 

    ⑦千代田区自転車活用推進計画の検討 

    ア 基本方針及び計画目標の検討 

         関連計画や自転車に関する現状・課題を踏まえるとともに、国、東京都の自転車活用推進計画

の目標を勘案した上で、基本方針と計画目標を検討すること。 

イ 計画策定に向けた実施すべき施策の検討 

     現状課題の改善に向けた実施すべき施策の検討に向けて、連携を図る必要がある関係団体への

ヒアリング調査等を通じ効果的な取組みを整理するとともに、事業を実施するための施策スケ

ジュールや役割分担等を整理すること。 

    ウ 新たなモビリティに対する検討 

     電動キックボードなど新たなモビリティについて、その動向をまとめるとともに、課題や対策

を整理すること。 

    エ 推進体制、計画のフォローアップ及び見直し方法の検討 

     施策を総合的・計画的に推進していくための推進体制を検討する。また、計画のフォローアッ

プ及び見直し手法を検討する。 

⑧千代田区自転車ネットワーク計画の検討 

    ア 基本方針及び計画目標の設定 

     現況分析結果及び上位計画等を踏まえ、自転車ネットワーク計画の基本方針と計画目標を設

定する。 

      イ 自転車ネットワーク計画路線の検討 

     基本方針を踏まえ、計画目標の達成のために必要となる面的な自転車ネットワーク計画路線を

選定する。 

    ウ 整備形態の検討 

     選定した自転車ネットワーク計画路線について、道路の幅員、交通状況等を踏まえた整備形態

(暫定的な整備形態及び将来の整備形態)を検討する。 

    エ 整備優先度の検討 

     基本方針及び計画目標の観点や整備形態の選定結果、関連事業のスケジュール等を踏まえ、整

備優先度を検討する。 

 ⑨ 協議会運営支援(２回) 

   協議会における会議資料の作成、会議出席、議事録作成、会議要旨の作成、意見とりまとめ、指

摘事項の対応等を行う。 

  ⑩ 庁内会議(幹事会)の運営支援(２回) 

    協議会に先立ち行われる庁内会議(幹事会)における会議資料の作成、会議出席、議事録作成、会

議要旨の作成、意見とりまとめ、指摘事項の対応等を行う。 

 

（４）履行期限 

契約締結の翌日から令和７年３月 31日まで 
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（５）提案限度価格 

 12,650,000円（税込み） 

   ※この金額を上回った場合はその時点で失格とする。 

 

（６）想定スケジュール（予定） 

令和６年度 ９月 協議会開催（第１回） 

９月 自転車等の利用実態調査及び関係団体へのヒアリング調査開始 

２月 協議会開催（第２回） 

３月 自転車活用推進計画骨子策定（自転車ネットワーク計画基本方針を含む） 

        

（７）継続業務（予定） 

   履行状況が良好な場合、令和 7年度も継続業務を依頼する。 

 

２ 資格要件、選定基準及び評価基準  

（１）提案者に要求される資格要件       

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項（同令第 167条の 11第１項に

おいて準用する場合も含む。）の規定に該当する者でないこと。  

イ 参加申込時点で東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、当該業務における千代田

区での競争入札参加資格を有していること。 

ウ 公表日以後に千代田区競争入札参加有資格者指名停止措置要領（平成７年９月１日７千総経発

第 92号）に基づく指名停止を受けている期間がないこと。 

エ 公表日以後に千代田区契約関係暴力団等排除要綱（平成 23年 8月 26日 23千政契担発第 71号）

に基づく入札参加除外を受けていないこと。 

オ 経営不振の状態(自己資本がマイナスであることを含む。)でないこと。 

カ 地方公共団体が発注した自転車活用推進計画または同等の受託業務実績があり、具体的な提案

が行えること。 

キ 当該業務における主任技術者は、次に掲げるいずれかの技術資格を有すること。 

 ・技術士総合技術監理部門 

 ・技術士建設部門(都市及び地方計画)又は、(道路) 

 ・ＲＣＣＭ(都市及び地方計画)又は、(道路) 

 

（２）提案書提出者を選定するための基準 

 
評価項目 評価の視点 指標 

組
織
評
価 

経営規模 経営規模の妥当性 資本金、売上高、従業員数 等 

履行保証力 履行保証力の有無 自己資本比率 等 

業務遂行力 
本業務を遂行するために必要な

知識・経験 
平成 26年度以降の同種業務実績 等  
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精通度 千代田区の地域特性の熟知度 
千代田区における平成 26年度以降の業務 

実績 等 

社会貢献等 社会貢献や地域貢献等の有無 社会貢献や地域貢献の取組み 等 

担
当
者 

評
価 

主任技術者 業務遂行に必要な経験及び能力 主任技術者の実績、経験年数、資格 等 

その他の担当者 業務遂行に必要な経験及び能力 その他の担当者の実績、経験年数、資格 等 

※同種業務とは、地方公共団体が発注した自転車活用推進計画または同等の受託業務をいう。 

 

（３）提案書を採用するための評価基準  

提案書採用者の選定は、提案書等提出書類のほか、提案書に基づくプレゼンテーションの評価により行

う。提案書の評価項目等は、以下のとおりである。なお、プレゼンテーションの日程については、別途

通知する）評価基準 

 評価項目 評価の視点 配点 

提
案
内
容
等
評
価 

現状把握 

・近年の自転車利用に関する社会状況や国及び東京都の自転

車活用推進計画の施策の動向を理解しているか 

・千代田区の地域特性を十分に把握・理解しているか 

15点 

提案内容 

・提案内容が優れているか 

（テーマ） 

・千代田区の自転車利用（自転車走行空間、自転車駐車場、

コミュニティサイクル、交通安全などの面から）の現状

や課題について 

・国や都が定めた自転車活用推進計画の４つの目標「環境」

「健康」「観光」「安全・安心」に加え、来訪者（外国人

も含む）が多い千代田区の特徴やまちの多様性を活かし

た独自の自転車活用推進計画とするための考案について 

・千代田区自転車ネットワーク計画に向けて整理する項目

や課題などについて（選定路線の考え方、整備形態、優

先度など） 

・電動キックボードなど新たなモビリティ（特定小型原動

機付自転車）の動向や課題について 

・区民等へのアンケート調査の内容と進め方について 

50点 

実現性 ・提案内容は実現可能なものであるか 5点 

コスト ・提案内容に対して見積金額・内訳は妥当であるか 5点 

プレゼンテーション 
・提案書は説得力があり、分かりやすいか 

・説明は論理的であり、説得力があるか 
15点 

総合評価 
・業務の目的や意義を十分に理解しているか 

・業務に対する意欲があり、必要な資質を備えているか 
10点 

計 100点 

※応募事業者が 1 者の場合であっても審査を行うとし、合格基準点（評価点合計の６割）を設定

する。 

 

 



5 

 

３ 手続き等  

（１）担当課 

  千代田区 環境まちづくり部 環境まちづくり総務課 交通対策・監察係 和田、中島 

  〒102-8688 東京都千代田区九段南一丁目２番１号 千代田区役所５階 

  電話番号：03-5211-4345 

電子メール：machizukurisoumu＠city.chiyoda.lg.jp 

 

（２）要求水準等説明書の交付期間、配布場所及び方法  

ア 交付期間 

令和６年４月 23日(火) から 令和６年５月９日(木)まで 

イ 交付場所 

 千代田区ホームページ http://www.city.chiyoda.lg.jp/ 

ウ 交付方法  

  千代田区ホームページの「入札・契約 プロポーザル情報」からダウンロード 

 

（３）参加申込書及び提案書類の提出期限、場所及び方法  

ア 提出期限 

令和６年４月 23日(火)～令和６年５月９日(木) 

受付は、午前９時から午後５時まで(正午から午後 1時までは除く) 

なお、書類持参に際しては、あらかじめ、来訪日時を予約し、提出書類を持参すること。 

イ 提出場所 

３(1)に同じ 

ウ 提出方法 

書類は持参することとし、郵送、ファクスまたは電子メールによる提出は不可とする。 

 

４ その他  

その他の事項や詳細については、担当課へ連絡の上確認すること。 

mailto:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp
http://www.city.chiyoda.lg.jp/

